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伊東市廃屋解体・撤去補助金交付事業における 

必要な提出書類について 
 

１ 補助金申請時 

（１）伊東市廃屋解体・撤去補助金交付申請書（第１号様式） 

＜同意・誓約事項＞ 

以下について同意していただく必要があります。 

  ①市役所都市計画課が補助金の交付にあたり必要な調査を行うこと 

  ②申請者が補助金の交付対象者としての要件を欠くことが判明した場合に交付を受け 

た補助金の返還をすること 

  ③署名（申請者・所有者） 

申請者と建物の所有者が異なる、もしくは所有者が複数名存在する場合、所有者欄

には該当者全員分の署名が必要となります。該当者が多い場合は、別紙に署名をい

ただいての別添も可能です。 

申請者と所有者が同一の場合は、「同上」等の記入で構いません。 

 

  ＜必要な添付書類＞ 

① 申請者本人の住民票の写し 

建物の空き家年数の確認等に用います。原則として

直近５年以内に売買や移転、１年以内に利用のある

建物については申請できません。 

② 登記簿謄本（建物） 
建物の現所有者の確認等に用います。未登記の場合

は、代わりに「建物評価証明書」等を添付。 

申請者が建物の現所有者ではない場合 

③ 

１.建物の現所有者が故人でその親族等が申請する場合 

・戸籍謄本 

・委任状（第４号様式） 

建物の現所有者と申請者との関係がわかるもの。 

申請者以外の者からの申請者に対する委任 

２.建物の現所有者が入院中等の理由により手続ができない場合 

委任状（第４号様式） 建物の現所有者からの申請者に対する委任 

④ 

建物が共有名義となっているなど建物の現所有者が複数存在する場合 

委任状（第４号様式） 
建物の現所有者のうち１人を申請者とし、申請者以

外の者からの委任（所有者の人数分） 

 

（２）補助事業(変更)計画書（第２号様式） 

  ＜必要な添付書類＞ 

① 位置図 
補助事業対象建物の周辺を含む 

② 現況外観写真（２面以上） 

③ 納税証明書 
申請者名義のもの。対象は当市に納入すべき以下の

税金（直近の２か年分） 

い
ず
れ
か 



 

２ 

 

・固定資産税（解体物件以外の物件を含む） 

・市県民税 

・国民健康保険税 

・軽自動車税 

非課税の場合は市県民税の非課税証明書を添付 

申請者と所有者が異なる場合は、両名分を添付 

 

（３）補助事業(変更)収支予算書（第３号様式） 

  ＜必要な添付書類＞ 

   解体・撤去工事の「見積書」の写し。 

 

２ 補助金交付決定後（解体工事着手前） 

（１）請書（第６号様式） 

 

３ 解体工事完了後 

（１）補助事業等完了報告書（第８号様式） 

 ＜必要な添付書類＞ 

       

（２）補助事業完了収支決算書（第９号様式） 

 ＜必要な添付書類＞ 

 ※申請者から解体・撤去工事実施業者への支払いに関するものです。下記「請求兼領収書」とは異な 

ります。 

 

４ 補助金の請求 

（１）請求兼領収書（第１８号様式） 

① 跡地の写真 補助事業実施後の周辺を含めたもの（２方向以上） 

② 
産業廃棄物管理票の写し 

（建設関連廃棄物マニフェスト）  

Ａ票及びＥ票 

③ 

交付申請対象建物の延床面積が８０㎡以上の場合 

建設リサイクル法に基づく

届出書鑑の写し 

市役所建築住宅課の収受印が押印されたもの 

④ 
その他、官公庁に対する届け出があった場合 

該当書類の写し 

① 工事費用の契約額が確認できる書類 
請求書の写し または 契約書の写し 

など 

② 工事費用の支払額が確認できる書類※ 領収書の写し など 



 

３ 

 

伊東市廃屋解体・撤去補助金交付事業の流れ 
 

現地調査及び 

聴き取り調査の実施 

 ・市役所都市計画課職員が、現地にて対象建物の外部及び 

内部の様子を調査するとともに、聴き取り調査を実施。 

  

交付申請書の提出 
 ・必要な提出書類に関しては、ｐ1のとおり。 

 ・解体・撤去工事着手後や工事完了後の申請は不可。 

  

審査会の開催 
 ・伊東市廃屋解体・撤去補助金交付要綱第６条に基づく審査会

を開催して、廃屋及び所有者の認定等に関して審査。 

  

補助金の交付又は 

不交付の決定 

 ・審査結果に基づき、交付申請者に対して、補助金等の交付額

決定通知書又は不交付決定通知書を通知。 

  

廃屋解体・撤去工事 

の実施 

 ・補助事業者は、工事着手前に請書（第６号様式）を提出。 

 ・交付申請対象建物の延床面積が８０㎡以上の場合には、建設

リサイクル法に基づく届出が必要（着手日の７日前まで）。 

  

完了報告書の提出  ・必要な提出種類に関しては、ｐ1のとおり。 

  

廃屋解体・撤去後の 

現地確認の実施 
 ・市役所都市計画課職員が、解体・撤去後の現地の様子を確認。 

  

補助金交付の確定  ・補助事業者に対して、補助金等の確定通知書を通知。 

  

請求書の提出  ・補助事業者は、市指定の請求書を提出。 

  

補助金の交付 ・補助事業者に対して、振込により補助金を交付。 

※提出書類の押印は、全て 

同じ印鑑を使ってください。 

約３０日（着手の３０日前までを提出期限とする） 

【凡 例】   ：交付申請者（補助事業者）が行う項目 

        ：市が行う項目 


